
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成３０年８月８日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） ホットプレート 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 

本製品は、家庭用のホットプレートである。平らなプレートの他にたこ焼き用

のプレートが附属しており、それにはキャラクターを模した焼き痕をつけるため

のモールドが入っている。本体側面にキャラクターのイラストが印刷されている

が、この面積は投影面積の１／１６を下回る。 

 
 
 
○構造、仕様、意匠 
定格：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、７００Ｗ 

寸法：３２６ｍｍ×２０５ｍｍ×９３ｍｍ 

重量：２．２ｋｇ 

 
 
 
 
○主な使用者、販売先 
 一般消費者 
 
 
 
 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品以外の電気用品のうち、電熱器具の「電気ホットプレート」又は

「電気たこ焼き器」として取り扱う。 
 

 

（理由） 

発熱する鉄板部は一般的に外郭とはいえず、また焼き痕をつけるためのモールド

を装飾ともいい難いので、本製品はキャラクター等の縮尺模型の装飾が施された外

郭を備えているものにはならず、「電熱式おもちや」には該当しない。（「電気用品

の範囲等の解釈について」Ⅰ二５（６）参照。）したがって、「電気ホットプレート」

又は「電気たこ焼き器」の主たる用途の電気用品名で対象として取り扱うことが妥

当と判断する。 

 

 

 
 


